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法人事業税付加価値割の課税対象

○付加価値額の内訳

注１　一般財団法人地方財務協会「地方税関係資料ハンドブック」、総務省「平成26年度　道府県税の課税状況等に関する調」等より作成。

※報酬給与額は、雇用安定控除（収益配分額の７割を超える部分の報酬給与額を控除）有り 

 ○ 外形標準課税の付加価値割は、賃金への課税が６割を占めている。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単年度損益 

28％ 

報酬給与額 

63％ 

純支払賃借料 

７％ 

純支払利子 

２％ 

付加価値割額 ＝
収益配分額

（報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料）
＋ 単年度損益

付加価値額

× 税率1.2％
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法人事業税付加価値割における雇用安定控除の仕組み

注　内閣府「政府税制調査会第４回法人課税ディスカッショングループ」（平成26年４月24日）資料等より作成。

 ○ 「報酬給与額」が「収益配分額」の70％相当額を超える場合には、雇用安定控除として「付加価値額」 

  から一定額（雇用安定控除額）を控除する。（地方税法第72条の20、地方税法施行令第20条の２の18） 

                    （「収益配分額」＝報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料（単年度損益は除く）） 

 ○ 雇用安定控除額＝「報酬給与額」－「収益配分額」×70％ 

（例）収益配分額200の企業が、報酬給与額を160から180に増やした場合 

単年度損益
20

　　　　　　　　　　報酬給与額　180
　　　　　（収益配分額に占める割合　約82％）

雇用安定控除額
26

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付加価値額　214
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（収益配分額【220】＋単年度損益【20】）－雇用安定控除額【26】

純支払利子
20

純支払賃借料
20

純支払利子
20

純支払賃借料
20

　　　　　　　　　報酬給与額　160
　　　　（収益配分額に占める割合　約80％）

単年度損益
20

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付加価値額　200
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（収益配分額【200】＋単年度損益【20】）－雇用安定控除額【20】

雇用安定控除額
20

雇用安定控除額＝報酬給与額【160】－（収益配分額【200】×70％）＝160－140＝20

雇用安定控除額＝報酬給与額【180】－（収益配分額【220】×70％）＝180－154＝26

収益配分額 200

収益配分額 220

賃金20増加 付加価値額14増加
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政府税制調査会「法人税の改革について」(平成26年６月27日)（抜粋）

２. 具体的な改革事項 

 

 （８）地方法人課税の見直し（法人事業税を中心に） 

  ② 改革の方向性 

   外形標準課税について、平成19年の政府税制調査会では次のように答申されている。「外 

  形標準課税は、多数の法人が法人事業税を負担していないという状況の是正を図るとともに、 

  法人所得に対する税負担を軽減する一方、付加価値等に対して課税するものであり、応益性 

  の観点から、将来的には外形標準課税の割合や対象法人を拡大していく方向で検討すべきで 

  ある」（『抜本的な税制改革に向けた基本的考え方』） 

   この方向に沿って、現在の付加価値割の比重を高め、法人所得に対する税負担を軽減して 

  いくことが望ましい。あわせて、事業活動規模をより適切に反映し、税の簡素化を図る観点 

  から、資本割を付加価値割に振り替えることが望ましい。  
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平成27年度与党税制改正大綱（収入金額課税関係部分抜粋）

第三 検討事項 
 

 17 現在、電気供給業、ガス供給業及び保険業については、収入金額による外形標準課税が行 

  われている。今後、これらの法人の地方税体系全体における位置付けや個々の地方公共団体 

  の税収に与える影響等も考慮しつつ、これらの法人に対する課税の枠組みに、付加価値額及 

  び資本金等の額による外形標準課税を組み入れていくことについて、引き続き検討する。 
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法人事業税収入割の概要

注１　総務省「第24回地方法人課税のあり方等に関する検討会」（平成27年５月26日）資料、「平成26年度　道府県税の課税状況等に関する
　　　調」等より作成。
　２　税率は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率。標準税率は1.3％。
　３　税額は、平成26年度において調定したもののうち、現事業年度に係る金額を記載。

256
（14）

355
（16）

161
（６）

6,520万円
（130万円）

昭和29年度 昭和30年度 平成18年度昭和24年度

ガス供給業 生命保険業 損害保険業 少額短期保険業

収入すべき金額－控除すべき金額 収入保険料×一定割合（付加保険料率）課税標準

導入年度

電気供給業

平成26年度税額
（億円）

※カッコ内は超過
課税額

1,042
（30）

税額 ＝ 課税標準 × 税率 （0.9％） 
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平成28年度与党税制改正大綱（法人税制をめぐる諸課題・協同組合等課税部分抜粋）

第一 平成28年度税制改正の基本的考え方 

 

 １ デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置 

 （１）成長志向の法人税改革 

  ②法人税制をめぐる諸課題 

   二 協同組合等課税については、組合によって事業規模や事業内容が区々であるが、同一 

    の制度が適用されている。そうした実態を丁寧に検証しつつ、組合制度の趣旨も踏まえ 

    ながら、検討を行う。その上で、特に軽減税率のあり方について、事業分量配当の損金 

    算入制度が適用される中で過剰な支援となっていないかといった点も勘案しつつ、平成 

    27年度税制改正における受取配当等益金不算入の見直しの影響も考慮しながら、今般の 

    法人税改革の趣旨に沿って、引き続き検討を行う。 

   ホ 公益法人等課税については、非収益事業について民間競合が生じているのではないか 

    との指摘がある一方で、関連制度の見直しの動きも見られており、実効的な対応となる 

    かどうか、動向をよく注視する。あわせて、収益事業への課税において、軽減税率とみ 

    なし寄附金制度がともに適用されることが過剰な支援となっていないかといった点につ 

    いて実態を丁寧に検証しつつ、課税のあり方について引き続き検討を行う。 
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公益法人等、協同組合等に係る法人税課税の概要

注　内閣府「政府税制調査会第５回法人課税ディスカッショングループ」（平成26年５月９日）財務省資料等より作成。

公益法人等・人格のない社団等 協同組合等

法人

・公益法人等：公益社団・財団法人、学校法人、社会福祉法人等
　（法人税法別表第二に列挙）
・みなし公益法人等：法人税法以外の法律により、法人税法上公
　益法人等とみなされているもの（特定非営利活動法人など）
・人格のない社団等：法人格のない社団・財団で代表者等の定め
　のあるもの（マンション管理組合など）

農業協同組合、中小企業等協同組合、
消費生活協同組合、信用金庫など
（法人税法別表第三に列挙）

課税対象

みなし寄附金

収益事業のみ

○公益法人等（下記以外のもの）、認定特定非営利活動法人は、
　制度の適用あり
○非営利型の一般社団・財団法人、みなし公益法人等（上記以外
　のもの）、人格のない社団等は、制度の適用なし

全ての事業

制度の適用なし

法人税率

金融資産収益

○公益社団・財団法人、非営利型の一般社団・財団法人、みなし
　公益法人等、人格のない社団等は、23.4％（所得年800万円まで
　は15％）
○上記以外の公益法人等は、19％（所得年800万円までは15％）

○収益事業から生ずるもののみ課税

19％（所得年800万円までは15％）
なお、特定の協同組合等のうち、店舗
売上高が年1,000億円以上である等の事
業年度にあっては、所得年10億円を超
える部分について22％

課税

13
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平成28年度与党税制改正大綱（法人税制をめぐる諸課題・中小法人課税部分抜粋）

第一 平成28年度税制改正の基本的考え方 

 

 １ デフレ脱却・日本経済再生に向けた税制措置 

 （１）成長志向の法人税改革 

  ②法人税制をめぐる諸課題 

   ハ 中小法人課税については、実態を丁寧に検証しつつ、資本金１億円以下の法人に対し 

    て一律に同一の制度を適用していることの妥当性について、検討を行う。資本金以外の 

    指標を組み合わせること等により、法人の規模や活動実態等を的確に表す基準に見直す 

    ことについて検討する。 

     その上で、中小法人のうち７割が赤字法人であって一部の黒字法人に税負担が偏って 

    いることや、大法人と中小法人の制度格差が拡大しており、中小法人が大法人へと成長 

    していく意欲を損ないかねないことを踏まえ、中小法人向けの制度の全般にわたり、各 

    制度の趣旨や経緯も勘案しながら、引き続き、幅広い観点から検討を行う。 
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中小企業等の範囲について

注１　総務省「第24回地方法人課税のあり方等に関する検討会」（平成27年５月26日）資料より作成。
　 ２　小規模事業者は、「小規模企業振興基本法（小規模基本法）（平成26年６月27日施行）」において支援の対象とされている。
   ３　表中の（）は全法人に占める割合を表し、各割合の算出方法は下記のとおり。
       ①　中小企業基本法：「中小企業白書2016-付属統計資料-」１表「産業規模別事業所・企業数（企業ベース）」による。
       ②　法人税法：「平成26年度会社標本調査結果」第１表総括表による。
       ③　地方税法：「平成26年度道府県税の課税状況に関する調」第23表及び36表による。

製造業 卸売業 小売業 サービス業

資本金：３億円以下
常用雇用者：300人以下

　
（99.5％）

資本金：１億円以下
常用雇用者：100人以下

（99.3％）

資本金：5,000万円以下
常用雇用者：50人以下

（99.6％）

資本金：5,000万円以下
常用雇用者：100人以下

（99.8％）

資本金：1億円以下

（99.1％）

　法人税法
　（軽減税率及び中小法人向け
　　租税特別措置の対象）

　地方税法
　（外形標準課税の対象外及び
　　中小法人向け税負担軽減措
　　置の対象）

小規模事業者
（注２）

　中小企業基本法

常用雇用者：20人以下

（86.4％）

常用雇用者：５人以下

（83.5％）

資本金：1億円以下

（98.7％）
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交付税原資化  
（暫定措置廃止代替分） 

    法人事業税 

○ 法人事業税の暫定措置に代わる偏在是正措置（法人住民税の交付税原資化）に伴う市町村の 

  減収補てんと、市町村間の税源の偏在性の是正及び市町村の財政運営の安定化を図る観点から、 

  法人事業税の一定割合を市町村に交付する制度を創設 

納

税

者

（
企

業

）
 

    法人住民税 
税率 
▲2％ 

・ 平成29年度から、都は、法人事業税額の5.4%（経過措置あり）を市町村に交付する 

・ 従業者数を基準（経過措置あり）として交付する 

・ 特別区相当分については、特別区財政調整交付金の財源とする 

平成28年度与党税制改正大綱（要旨） 

税額の 
5.4% 

納

税

 

法人事業税 
交付金 

市
町
村 

法人事業税交付金の概要 

＜ 概念図 ＞ 

道
府
県 

注 東京都「地方法人課税の不合理な偏在是正措置等について」（平成27年12月16日）より抜粋。 
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平成27年度東京都税制調査会答申（企業版ふるさと納税部分抜粋）

Ⅱ 地方法人課税をめぐる喫緊の課題への対応 

 

 ４ 企業版「ふるさと納税」等 

 

 （企業版「ふるさと納税」の問題点） 

 ・ 法人住民税は個人住民税と同様に、住所地である地方自治体による行政サービスの対価として、地域社会 

  への会費たる性質を有しており、企業版「ふるさと納税」には、次のような問題点がある。 

 ・ 当該法人の帰属する地方自治体以外に納税に代わる寄附がなされることにより、「帰属地である地方自 

  治体に行政サービスの対価を負担する法人」と、「寄附金控除の恩恵を受け、帰属地である地方自治体に 

  は軽い対価しか負担していない法人」が存在することは、当該地域の法人間の公平性を著しく害し、受益 

  に応じた負担という地方税の原則に反する。 

 ・ また、住民税の控除によって税収を失う地方自治体では、本来提供できるはずの行政サービスを縮小せ 

  ざるを得ないなど、財政運営の見直しを迫られるおそれがある。 

 ・ 他方、寄附収入を得る地方自治体にとっても、法人側が規制緩和や特定施設の整備等、個別的利益を求 

  めるようになるなどの弊害が懸念される。 

 ・ さらに、法人住民税と同様に企業版「ふるさと納税」の対象とされている法人税は、国税として収入さ 

  れた後、一定割合（平成27年度は33.1％）が地方交付税となっている。企業版「ふるさと納税」による法 

  人税の税額控除の優遇措置は交付税財源の減少につながり、法人住民税と同様に地方自治体の財政運営に 

  影響を及ぼしかねない。 

 ・ 地方創生を進める取組の一つである企業版「ふるさと納税」は、税制の本質を歪める場当たり的な措置 

  である。 
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地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設(平成28年度税制改正)

注　総務省資料、内閣府ホームページ資料より作成。

○都道府県・市町村が、地方版総合戦略に位置付けられた事業であって、地方創生を推進する上で 

     効果が高いもの（ＫＰＩ、ＰＤＣＡ等を整備）について、地域再生計画を策定し、国（内閣府）の認定を 

     受ける。 
 

      ・地方交付税の不交付団体である都道府県及び地方交付税の不交付団体であって、その全域が 

         地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている市町村については対象外。 

      ・企業の本社が所在する地方公共団体への寄附は対象外。 

地域再生法で整備する枠組み 
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地方創生事業 
 
 
 
 
 
 

    地方自治体が作成する 

  「地方版総合戦略」に位置づけ 

  られ、効果が高いと内閣府が 

  認定した事業 

企業負担 
約4割 

損金算入（既存分） 
 約３割 

地方税からの税額控除（新設）  

３割（納税額の2割が上限） 

 
 
 

地方税で控除しきれなかった分は、 
国税（法人税）で控除 

国（法人税） 

都道府県・区市町村 

（法人事業税・法人住民税） 

企業 

② 
税を減額 

① 
寄附 

＜ 概念図 ＞ 

＜ 税額控除のイメージ ＞ 

○ 地方創生を推進するうえで効果の高い一定の事業（内閣府が認定）に対して法人が行った寄附について、 

  一定額を税額から控除する措置を新設し、寄附金額の約6割の負担を軽減 

○ 地方交付税の不交付団体かつ三大都市圏に所在する団体への寄附は対象外 

  ⇒ 東京都、特別区及び都内不交付団体への寄附は対象外 

○ 企業の本社が立地する団体への寄附は対象外 

寄附額 

税額控除が寄附額の約６割まで拡大 

地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の制度概要 

注 東京都「地方法人課税の不合理な偏在是正措置等について」（平成27年12月16日）より抜粋。 
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